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令和５年10月17日 消費者教育コーディネーター会議

令和５年度消費者教育コーディネーター会議
開催に向けたアンケート調査結果



１．調 査 概 要

〇調査対象：都道府県、政令指定都市 消費者教育担当部局

〇調査方法：アンケート調査、ヒアリング調査

〇調査内容：コーディネーター活動（連携先等）、工夫や課題、
消費者教育教材、啓発講座・イベント

〇実施期間：令和５年３月９日～７月13日

〇回答状況：アンケート調査 47都道府県、20政令指定都市
ヒアリング調査 11都道府県、８政令指定都市
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２．調 査 結 果 コーディネーターの本職

令和５年３月時点
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２．調 査 結 果 出前講座 派遣先

令和５年３月時点
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２．調 査 結 果 出前講座 派遣元

令和５年３月時点
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２．調 査 結 果 担い手連携・支援先

令和５年３月時点
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２．調 査 結 果 工夫している取組（抜粋）

【主な回答】

・毎年度、各学校へ積極的に出前講座の活用を呼びかけしている。
・学校を個別訪問して、出前講座の活用を呼びかけしている。
・依頼者側の希望に添う内容になるように、打合せや連絡調整を行い、資料作成している。
・最近多い相談事例を取り上げ、参加者に有益な講座となるよう工夫している。
・できるだけ全ての講師派遣依頼に対応すべく、多様な機関と連携し、
講師の確保・選定に努めている。
・成年年齢引下げ特別講座として、弁護士と消費生活相談員とのコラボ授業を
高等学校で実施した。
・県内で消費者教育を支援している団体をリストにして、最新の支援メニューの情報を
高等学校等に毎年提供している。
・市町と連携し、毎年200回以上の消費者教育講座の開催を計画している。
・「小学生・中学生にわかりやすい出前講座」「参加体験型の出前講座」とするために
講師派遣元との情報交換・連携を密に行った。 ６



２．調 査 結 果 課題・悩み

令和５年３月時点
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２．調 査 結 果 課題・悩み（抜粋）

【主な回答】

・連携先や学校の担当者変更、コーディネーターの代替わりにより、継続的な取組とならず、
連携先との関係維持が難しい。
・講座・イベント等の参加者が集まらない。既存のリピーターが多く、新規層の獲得や
幅広い世代に関心を持ってもらうための工夫が必要。
・できる限り学校の要望に沿った内容にしたく、資料作りや学校との打合せ等、
講師にかかる負担が大きくなってしまう。
・昨年度まで教育OBの消費者教育コーディネーターを専任配置していたが、
今年度より行政職員がコーディネーターとなった。専任時は、学校・大学や地域の団体に
対し、教員OBの人脈を生かして訪問による出前講座の広報等を行っていたが、
行政職員の場合、個別訪問等は業務量的にも難しい。
・コーディネーターの専任配置にかかる財源、人手不足。
・消費者教育啓発教材に関して、公表済の教材は、研修・講座等の資料として
他県・他市との間において自由に使えたら便利である。 ８



３．御紹介 消費者教育ポータルサイト

消費者教育に関する情報を
検索できます！

取組事例を見る
教材を利用した消費者教育実践事例や、消費者教育コー
ディネーター等の各種取組事例を御紹介します。

講師を探す（団体情報バンク）
職員等を講師として派遣する活動をしている団体を御紹
介します。学校や地域の団体、サークル等で学習会や研
修会への講師をお探しの方は御活用ください。

注意喚起チラシを探す
国や地方公共団体、各種団体が発行している注意喚起
用のチラシを御紹介します。消費者トラブルの未然防
止、拡大防止にお役立てください。

消費者教育に関する情報を
掲載できます！（※）

教材等の掲載
消費者教育に関する教材情報や団体情報、注意喚起チ
ラシを掲載していただけます。

教材等の修正、更新
直接、登録済情報の修正や更新をしていただけます。

幅広い内容の取組事例の報告が掲載可能
取組事例として、教材を活用した講座や、消費者向け
の啓発イベントなど、消費者教育に関する幅広い内容
の報告を柔軟に掲載いただけます。

（※）別途ユーザー登録が必要です

URL：
https://www.kportal.caa.go.jp
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